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不幸や不安につけ込む「霊感商法」にご注意 

関税で没収されます 

 

霊感商法（開運商法）とは「先祖のたたりで不幸になる」「これを購入すれば不幸から免れる」などと、
人の不幸や不安につけ込み、高額な壺や印鑑、表札などを購入させたり、高額な祈とう料やお布施とし
て金品を要求するものです。 
雑誌広告など記載された開運グッズなどの購入や、占いサービスを利用したことをきっかけとして、次々
と高額な開運グッズを売りつけられたという事例も発生しています。 
「自分は騙されない」と思っていても、不安や悩みを抱えている時など、心が弱っている状況につけ込
まれ、勧誘されると冷静な判断ができない場合もあります。お金を多く払うことで運が開けたり、幸せ
になったりするわけではないことを理解し、はっきり断りましょう。 

大手通信会社で光回線を契約している。大手通信会社
を名乗る人から電話があり、料金が安くなると案内が
あったので、料金プランの見直しだと思い、承諾し
た。大手通信会社に転用番号を取るようにと指示され
番号を取得し、伝えた。送付された書面を確認すると
別の業者の名前がある。大手通信事業者のプラン変更
ではなかったのか。 

大手通信会社の光回線を利用して別の事業者が商品を提
供できる制度があります。別の事業者と新たな契約をす
れば、自宅の工事などは不要なため、契約相手が変更に
なっていても気づかないこともあります。制度を利用
し、別の事業者と契約をするには「転用番号」が必要に
なります。もし、転用番号を求められた場合は、今契約
している事業者からの案内ではないというサインです。 
   

新規・継続合計 

店舗購入 

訪問販売 

訪問購入 

通信販売 

連鎖販売 

電話勧誘 

送り付け商法 

無店舗販売 

不明・無関係 

16 件 

14 件 

0 件 

33 件 

1 件 

3 件 

0 件 

0 件 

10 件 

11月の相談件数 

＊不明・無関係とは、上記分類に含まれないもの。 

 
例えば、架空請求はがき等 


